
総合的な防衛体制の強化に資する取組について
（公共インフラ整備）

令和6年1月31日
交通政策審議会
第91回港湾分科会

資料2

総合的な防衛体制の強化
に資する研究開発及び公
共インフラ整備に関する関
係閣僚会議（第2回）資料
（令和5年12月18日）



【参考:国家安全保障戦略の記述】
総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊・海上保安庁によ
る国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした
円滑な利用・配備のため、自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空
港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政府横断的な仕
組みを創設する。あわせて、有事の際の対応も見据えた空港・港湾の
平素からの利活用に関するルール作り等を行う。

【自衛隊】
○ 航空優勢を確保し、我が国に侵攻する部隊の接近・上陸を阻止
○ 状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開。また、国民保護を実施。

【海上保安庁】
港湾施設等におけるテロ等の警戒、捜索救難・人命救助、国民
保護等を実施。

自衛隊及び海上保安庁は、安全保障環境を踏まえ、必要な場合、以下のような活動を
行う。このために、必要な空港・港湾等を整備し、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機が
平時から円滑に利用できるようにすることが必要である。

自衛隊・海上保安庁の活動上のニーズ
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空港・港湾の運用・整備の在り方

○ 安全保障環境を踏まえた対応を実効的に行うため、南西諸島を中心としつつ、その他の地域において
も、自衛隊・海上保安庁が、平時から必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との
間で「円滑な利用に関する枠組み」を設ける（３ページ）。これらを、「特定利用空港・港湾」とする。
○ 「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の
円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図る。
○ 年度末を目途に上記を示した「運用・整備方針」を確認する（４ページ）。

考え方

【既存事業の促進】
○ 「円滑な利用に関する枠組み」を設けることにより、
有事のみならず平時においても円滑な利用を確保する。
○ 自衛隊・海上保安庁の早期かつ円滑な利用にも資
するよう、既存の整備計画を活用し、整備の促進や追
加工事の実施を行う。

【整備】
○ 「円滑な利用に関する枠組み」を設けることにより、有
事のみならず平時においても円滑な利用を確保する。
○ 空港の滑走路延⾧・エプロン整備や港湾の岸壁・航路
の整備などを行う。
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○ インフラ管理者は、平素より自衛隊・海上保安庁が訓練等で
円滑に空港や港湾を利用できるよう、関係法令等を踏まえ、適
切に対応すること。

○ 訓練等以外でも緊急時には、関係者間で連携し、柔軟かつ迅
速に施設を利用できるよう努めること。

○ 具体的な運用については、関係者間で連絡・調整体制を構築
し、意見交換を行っていくこと。

空港・港湾における「円滑な利用に関する枠組み」のイメージ
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インフラ管理者と関係省庁の間で、年度末を目途に、以下を内容
とする「円滑な利用に関する枠組み」が設けられるように調整を
加速化。



１．運用
国土交通省及び防衛省は、安全保障環境を踏まえた対応を実効的に行うため、
自衛隊・海上保安庁の船舶・航空機が平時から必要な空港・港湾等を円滑に利
用できるよう、国土交通省と防衛省とインフラ管理者との間に「円滑な利用に
関する枠組み」を設け、必要な調整を実施。これらを「特定利用空港・港湾」
とする。

２．整備
国土交通省は、「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主としつつ、
自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう、自衛隊・海
上保安庁のニーズも考慮して、必要な整備又は既存事業を促進。

３．その他
本方針を踏まえ、空港法・港湾法に基づく「基本方針」を改定。

「運用・整備方針」の骨子
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年度末を目途に、「特定利用空港・港湾」に係る運用・整備方針を策定
する。
「円滑な利用に関する枠組み」に係る調整が整った空港・港湾について、
具体的名称を示すとともに、今後の運用・整備に係る基本的な方針を記載。


